
首都圏空港の機能強化

○首都圏空港について、羽田空港の飛行経路の見直し、成田空港の高速離脱誘導路の整備等により、2020年までに両空港の空港処理
能力をそれぞれ約４万回拡大するための取組を進める。

○羽田空港では、騒音・落下物対策を講じるとともに、関係自治体、住民の方々への引き続きの丁寧な情報提供を行い、2020年夏ダイヤ
（３月29日）より新飛行経路の運用を開始し、国際線を増便する。
○成田空港では、事業実施主体である成田国際空港株式会社と連携し、高速離脱誘導路の整備に取り組む。

首都圏空港機能強化技術検討小委員会の中間取りまとめ（平成26年７月）をふまえた

今後の首都圏空港の機能強化に関する取組方針について

（・滑走路の増設）

■2020年東京オリンピック・パラリンピック競
技大会以降の技術的な方策

■2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに実現
し得る主な技術的な方策

羽
田
空
港

成
田
空
港

・滑走路処理能力の再検証

・滑走路運用・飛行経路の見直し

計 ＋約4万回 【１日約50便】

計 ＋約4万回 【１日約50便】

年間＋約４万回

合計 約83万回
（年間75万回＋約8万回） 【１日＋約100便】

【現状：約30万回】

【現状：約45万回】

合計 約100万回
（年間約83万回＋約16万回）【１日＋約200便】

国直轄事業
①航空保安施設整備 ②誘導路新設
③進入灯整備 ④ＣＩＱ施設整備 等

民間事業 旅客ターミナル
： 国際線
： 国内線
： 拡充箇所
(1) 現国際線ターミナルの拡充
(2) 第２ターミナルの拡充

(2-1) 国際線対応施設の整備
(2-2) 国内線対応施設の整備

※第２ターミナルにおける国際線対応施設の整備に伴
い「国際線ターミナル」から「第３ターミナル」に名称
変更を予定（2020年3月末予定）

羽田空港機能強化(4万回対応)に必要な施設整備事業
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年間＋約４万回

・管制機能の高度化

・高速離脱誘導路の整備

・夜間飛行制限の緩和

・既存滑走路の延長

・滑走路の増設

・夜間飛行制限の緩和

年間＋約１６万回

※１．いずれも年間当たりの回数。
※２．回数のカウントは、1離陸で

1回、1着陸で1回のため、1離
着陸で2回とのカウント。

※３．羽田空港の発着枠数の中
には、深夜早朝の国際線チャ
ーター便等の運航に使われる
枠数も含まれる。

首都圏空港（羽田・成田）の年間発着枠の増加

に



空港アクセスの改善（鉄道）

○平成28年4月に取りまとめがなされた「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について」（交通政策審議会答申）
を踏まえ、関連駅におけるバリアフリー化等を推進する。

成田空港、羽田空港ともに、空港アクセス鉄道の輸送力には
余裕がある。また、速達性の向上も随時図られている。この
ため、現行のインフラで対応可能。

東京圏の都市鉄道ネットワークの機能を最大限発揮するた
め、2020年までに空港の最寄り駅や空港アクセス乗換駅に

ついて、更なるバリアフリー化や外国人対応等による結節駅
の高度化を推進。

成田空港

日暮里駅

都心と成田・羽田両空港の位置図

浜松町駅

品川駅

羽田空港

日暮里
成田空港

京成スカイライナー

36分

品川羽田空港
京急
11分

浜松町東京モノレール
13分

空港からの所要時間

京成スカイライナー

東京モノレール

京急

※最速列車の所要時間

【大容量のエレベーター】
京急 羽田空港国際線ターミナル駅

30人乗りEVが上下線ホームで計7基
東京モノレール 羽田空港国際線ビル駅

日本語より英語の方が大きい運賃表

【多言語表記】

取組事例

バリアフリー 外国人対応

【空港第２ビル駅（成田空港）の二重改札解消】

利便性向上

現 況 改良後

ＪＲ線利用者は、ＪＲの改札機を通過後、更に京成側の改札機を通過しなければならな
かった（二重改札）。下図のとおり改良することで二重改札を解消（2019年度中供用開始
予定）
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空港アクセス等の改善（バス/タクシー）

○羽田空港と都心部の駅等とを結ぶ深夜早朝アクセスバスの運行（平成26年10月開始）や、タクシーの新たな
定額運賃（平成27年3月適用）等、引き続きサービス充実に取り組む。

○羽田空港の深夜早朝時間帯の利用
促進に向けては、平成26年度より
空港と都心方面を結ぶアクセスバ
スの運行を開始し、路線数の拡大
や深夜便の運行本数の増便など運
行拡充を図るとともに、平成30年
度からはバス事業者の自主運行に
より運行を継続しているところ。

○首都高中央環状品川線開通を機に、
羽田空港の新しい定額運賃の適用を
開始（平成27年3月）。新たな区割
り等により、外国人旅行者の宿泊・
訪問が多いエリアについて割安な運
賃を実現。

タクシーの利便性向上バスアクセスの充実

○ＵＤタクシーの普及促進を進めるとと
もに、自治体等によるＵＤタクシー専
用のりばや専用レーンの設置などの取
組を促進。

○令和元年度予算と2年間延長された税
制により、事業者のバリアフリー車両
の導入を促進。実車を用いた研修の
実施を要件化。

トヨタのＵＤタクシー
（平成29年発売）
（平成31年3月に
改良型発売）

○令和元年度予算により、無料Wi-Fi、
キャッシュレス等の導入を支援。

平成30年度
深夜早朝アクセスバス運行路線（7路線）

○羽田及び成田空港のアクセスバス
において、リフト付きバスを導入
した実証運行を実施し、中間取り
まとめを作成中。

○令和元年度予算と2年間延長され
た税制により、事業者のバリアフ
リー車両の導入を促進。

ＢＲＴの導入

運行開始から大会期間中の運行ルート

出典：都心と臨海地域とを結ぶBRT に関する事業計画
（２０１８年８月［改定］）より

○東京都では、2020年のオリンピック・パラリンピックを契機とする交通需要の増加に素早くかつ柔軟に対応
することや、水素技術をはじめとした最先端技術を取り入れるなど、高い技術で裏付けされた社会システムと
して、都心から臨海地域に至る地域を結ぶＢＲＴを整備する計画。

○平成27年４月 「都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴに関する基本計画」策定。同９月に運行事業者に京成バス
(株)を選定、同11月に京成バスと基本協定(＊)を締結。

○平成28年４月「都心と臨海副都心とを結ぶＢＲＴに関する事業計画」策定。

○平成30年８月「都心と臨海地域とを結ぶＢＲＴに関する事業計画」として上記事業計画を改定。

環状２号線本線トンネル開通（2022年度）後の本格運行に向け、2020年度内にプレ運行を開始。以後段階的
に系統の追加、輸送力の増強を図る予定。同計画に基づくＢＲＴ事業の推進に、国土交通省も引き続き協力。
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○ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催時における円滑な通行の確保のため、首都高
速道路等の道路輸送インフラ整備を推進

国道357号（東京港トンネル） L = 1.9km
山側：令和元年6月3日 開通
海側：平成28年3月26日 開通

国道14号（両国拡幅） L = 1.9km
令和2年度 一部区間開通予定

国技館

りょうごく

国道357号（新木場立体） L = 2.3km
平成26年3月18日 開通

しん き ば

アーチェリー会場（夢の島公園）

オリンピックアクアティクスセンター

東京辰巳国際水泳場

カヌー・スラローム会場

IBC／MPC
（東京ビッグサイト）

選手村

有明アリーナ

有明体操競技場

有明BMXコース

有明テニスの森

お台場海浜公園

潮風公園

青海アーバンスポーツ会場

大井ホッケー競技場

新国立競技場
（オリンピックスタジアム）

凡例

競技会場

メディアセンター

選手村

首都高速晴海線 L = 2.7km
東雲JCT～豊洲：平成21年2月11日 開通
豊洲～晴海：平成30年3月10日 開通

はるみ

首都高速中央環状品川線 L = 9.4km
平成27年3月7日 開通

首都高速横浜環状北西線
2020(R2)年の東京オリンピック・
パラリンピック迄に開通予定

東京外かく環状道路（三郷南IC～高谷JCT）
L = 15.5km
平成30年6月2日開通

道路輸送インフラの整備（首都高速道路等） 12



道路輸送インフラの整備（環状第2号線）

２０１３年度開通区間 約１．４ｋｍ

トンネル区間

事業中区間 約３．４Ｋｍ

橋梁・高架区間

選手村
予定地
（晴海）

築地市場築地市場

豊洲市場豊洲市場

地上部道路
２０１９年度末開通予定

２０１８年１１月４日暫定開通

本線トンネル
２０２２年度開通予定

暫定迂回道路
２０１８年１１月４日開通

○東京オリンピック・パラリンピックにおける選手村へのアクセス道路として活用予定
○スケジュール

・２０１８年１０月 市場移転
・ 〃 １１月 暫定迂回道路で暫定開通
・２０１９年度末 地上部道路開通
・２０２０年７～９月 東京オリンピック・パラリンピック競技大会
・２０２２年度 本線（地下トンネル）開通

２０１３年度開通区間
約１．４ｋｍ

事業中区間
約３．４km
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道路輸送インフラの整備（臨港道路南北線） 14

○国際コンテナ戦略港湾である京浜港の一翼を担う東京港において、中央防波堤地区の開発に伴う将来交通量
需要の増大に対応し、円滑な物流を確保するため、中央防波堤地区と有明側を結ぶ主動線として、臨港道路

（南北線）を整備中。
○10号地その2～中央防波堤地区間について、令和元年7月11日に沈埋トンネルが貫通。引き続き、オリンピック・
パラリンピック前の供用開始に向け、整備を推進。

東京港

臨港道路（南北線）

中防外CT（Y2,Y3）
（整備中）

Y1

令和元年7月11日貫通

10号地その２

中央防波堤地区



○大会期間中等の物流に関して、大会の円滑な運営と市民生活や経済活動の安定の両立を図ることを基本として、
関係省庁、関係業界団体等と連携。

○混雑緩和に向けて物流面で対応していくためには、荷主企業等関係者と物流事業者の連携が必要不可欠であり、
今後も働きかけを継続していく。

混雑緩和に向けた輸送量の抑制を図るための取組例

A
社

B
社

店
舗

A社トラック

B社トラック

○複数事業者の連携
による共同輸配送
でトラック走行量削
減

定曜日による平準化

①宅配便の再配達削減

②共同輸配送
A
社

B
社

店
舗

A社トラック

③平準化

○受取方法の更なる多様化・利便性向上等の新たな取組
・オープン型宅配ボックスの設置促進

○ 消費者（受取人）の受取への積極的参加の推進の
ための環境整備
・COOL CHOICEできるだけ一回で受け取りませんかキャンペーン

○共同輸配送や定曜
日配送により輸送
量を平準化すること
により、トラック走行
量を削減

・配送先での待機時間削減、付帯作業削減等の納
品条件の緩和

・混雑時間を外す等の納品時間の変更、配送ルー
トの変更

・集荷時間の繰り上げ

夏の試行（7/24, 26）における企業の取組例

（物流事業者等の課題意識（ヒアリング結果））
○輸送量の抑制は物流事業者の取組みだけでは実
現が難しく、荷主企業等関係者の理解を得るこ
とが必要不可欠

○交通規制の具体的内容につき早期に周知を受け
ることで、（物流事業者と）荷主等との間で具
体的な対策の検討が可能となる

今後の課題・対応

（今後必要な対応）
○東京都・業界団体等と連携し、大会期間中に予想
される課題について、品目別等具体的に把握

○経産省等と連携し、荷主企業等関係者に対して物
流事業者との連携を促す等の要請を実施するとと
もに国交省より物流事業者へ働きかけ

15物流の効率化による混雑緩和


